
 

 

様式第6 

文 書 番 号   

平成  年  月  日   

  文部科学大臣 殿 

都道府県知事           

(記名押印又は署名)     

 

  
平成  年度私立高等学校等経常費助成費
補助金(一般補助)に係る実績報告書 

 

 平成  年  月  日付け  第  号で交付決定を受けた平成  年度私立高等学

校等経常費助成費補助金(一般補助)に係る事業の実績について、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律第14条の規定に基づき、関係資料を添えて報告します。 

記 

 1 補助金交付決定額等 

   補助事業に要する経費          円 

   補 助金交付決定額          円 

 2 内訳 

学 校 等 の 区 分 補助事業に要した経費 補 助 金 交 付 決 定 額 

高 等 学 校 
(全日制・定時制課程) 

円 
 

円 
 

中 等 教 育学校 (前期課程)     

中 等 教 育 学校 (後期課程)     

中 学 校     

小 学 校     

幼 稚 園     

高 等 学 校 
(広域以外の通信制課程) 

    

計     

 (注) 国庫補助の対象となる学校等の区分について記入すること。 

 3 補助事業の完了年月日 

   平成  年  月  日 

 



  (実
績
報
告
書
関
係
資
料
1)
 

平
成
 
 
年
度
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
(一
般
補
助
)に
係
る
事
業
報
告
書
 

都
道
府
県
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
事
業
の
目
的
 

2 
事
業
の
概
要
 

事
業
に
要
し
た
経
費
 

当
該
年
度
の
5
月
1
日
現
在
の

児
童

等
数
 

学
校

等
の

区
分
 

事
業
の

名
称
 

総
額

A 

う
ち
国
庫

補
助
金

相
当
額
 

1
人
当

た
り
の

金
額
 
DA
 

左
の
額
を
基

礎
と
し
た
場

合
の
補
助
金

額
B 

 国
庫
補
助

単
価
×
E 

補
助
金

交
付

決
定
額
 C 

B－
C 
学
校
数
 

 

実
員
 

 
D 

収
容

定
員
 

実
員
が
収
容
定

員
に
満
た
な
い

学
校
に
あ
っ
て

は
実
員
 
 
 
 E 

高
等

学
校
 

(全
日
制
・
定
時
制
課
程
) 

 
 

円
 

(
) 

円
 

 
円
 

 
円
 

 
円
 

 
校
 

 
人
 

 
人
 

 

中
等

教
育

学
校
 

(前
期

課
程
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)  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
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教
育

学
校
 

(後
期

課
程
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中
学

校
 
 
 

 (
)  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
学

校
 
 
 

 (
) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

幼
稚

園
 
 
 

 (
)  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  高
等

学
校
 

(広
域
以
外
の
通
信
制
課
程
) 

 
 

 (
) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
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(注
) 
1 
こ
の
報
告
書
に
は
、
国
庫
補
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
学
校
等
の
区
分
に
つ
い
て
も
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
2 
「
事
業
の
名
称
」
の
欄
に
は
、
都
道
府
県
補
助
金
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
3 
「
1人
当
た
り
の
金
額
」
の
欄
は
、
学
校
等
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
4 
「
左
の
額
を
基
礎
と
し
た
場
合
の
補
助
金
額
」
の
欄
は
、
学
校
等
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
1,
00
0円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
5 
都
道
府
県
補
助
金
の
補
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
小
学
校
等
は
除
く
こ
と
。
 



  (実
績
報
告
書
関
係
資
料
2)
 

 
 

平
成
 
 
年
度
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
(一
般
補
助
)に
係
る
幼
稚
園
の
専
任
教
員
給
与
費
を
含
む

教
育
に
必
要
な
経
常
的
経
費
に
対
す
る
補
助
等
調
書
 

都
道
府
県
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
校
法
人
認
可
年
月
日
等
 

都
道
府
県
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
金
額

等
状
況
 

 
 

区
分
 

幼
稚

園
名
 

初
め
て
補
助

金
算
定
の
基

礎
と
な
っ
た

年
度

 助
成
法
の
期

間
を
経
過
し

た
日

 

 

認
可
年
月
日
 学
校
法
人
名
 都
道
府
県
が

当
該
幼
稚
園

に
対
し
て
行

っ
た
補
助
の

金
額
 
 
 
 

[A
]

年
度
の
当
初

か
ら
学
校
法

人
と
み
な
し

て
算
定
し
た

補
助
の
金
額
 

(a
)

(a
)を
12
で
除

し
て
得
た
金

額
 

(b
)

(b
)
に

乗
じ
る

月
数

 
(c
) 

(b
)に
(c
)を

乗
じ
て
得
た

金
額

 
[B
]

[A
]
又
は
[B
]
の

い
ず
れ
か
低
い
金

額
 
 

1 
 
 

年
度
 
年
 月
 日
 
年
 月
 日
  
 

円
 

円
 

円
 
月
 

円
 

円
 

2 
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助
成
法
附
則
第
2条

第
5項
又
は
第
6項
の

期
間
を
経
過
し
た
日

後
に
お
い
て
学
校
法

人
に
よ
っ
て
設
置
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た

幼
稚
園
 

小
計
(園
数
 
 
 
 
 
園
) 

―
―
 

―
―
 

―
―
 

―
―
―
―
 
 
 

―
―
 

―
―
 

―
―
 

―
―
 

(X
) 

上
記
以
外
の
幼
稚
園
 
 
 
(園
数
 
 
 
 
 
園
) 

―
―
 

―
―
 

―
―
 

―
―
―
―
 
 
 

―
―
 

―
―
 

―
―
 

―
―
 

(Y
) 

計
 

 
 
(園
数
 
 
 
 
 
園
) 

―
―
 

―
―
 

―
―
 

―
―
―
―
 
 
 

―
―
 

―
―
 

―
―
 

―
―
 

(X
＋
Y)
 

 
(注
)1
 
本
調
書
は
、
都
道
府
県
が
行
っ
た
私
立
の
幼
稚
園
の
専
任
教
職
員
給
与
費
を
含
む
教
育
に
必
要
な
経
常
的
経
費
に
対
す
る
補
助
の
金
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
助
成
法
附
則
第
2条
第
5

項
又
は
第
6項
の
期
間
を
経
過
し
た
日
後
に
お
い
て
学
校
法
人
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
幼
稚
園
が
あ
る
場
合
で
、
当
該
幼
稚
園
が
学
校
法
人
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
の
み
作
成
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
2 
「
助
成
法
の
期
間
を
経
過
し
た
日
」
と
は
、
助
成
法
附
則
第
2条
第
5項
又
は
第
6項
の
期
間
を
経
過
し
た
日
を
い
う
。
 

 
 
 
3 
「
認
可
年
月
日
」
と
は
、
都
道
府
県
が
当
該
幼
稚
園
を
学
校
法
人
が
設
置
す
る
幼
稚
園
と
し
て
認
可
し
た
日
を
い
う
。
 

 
 
 
4 
「
都
道
府
県
が
当
該
幼
稚
園
に
対
し
て
行
っ
た
補
助
の
金
額
」
と
は
、
都
道
府
県
が
当
該
幼
稚
園
に
対
し
て
行
う
専
任
教
職
員
給
与
費
を
含
む
教
育
に
必
要
な
経
常
的
経
費
に
対
す
る
補

助
の
金
額
を
い
う
。
な
お
、
補
助
の
金
額
の
算
定
内
訳
を
記
載
し
た
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
5 
「
年
度
の
当
初
か
ら
学
校
法
人
と
み
な
し
て
算
定
し
た
補
助
の
金
額
」
と
は
、
都
道
府
県
の
算
定
方
法
に
よ
り
当
該
幼
稚
園
が
年
度
の
当
初
か
ら
学
校
法
人
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
算
定
し
た
専
任
教
職
員
給
与
費
を
含
む
教
育
に
必
要
な
経
常
的
経
費
に
対
す
る
補
助
の
金
額
を
い
う
。
な
お
、
補
助
の
金
額
の
算
定
内
訳
を
記
載
し
た
資
料
を

添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
6 
「
(a
)を
12
で
除
し
て
得
た
金
額
」
に
つ
い
て
は
、
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
こ
と
。
 

 
 
 
7 
「
(b
)に
乗
ず
る
月
数
」
と
は
、
当
該
年
度
の
当
初
か
ら
当
該
幼
稚
園
が
学
校
法
人
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
を
12
か
ら
控
除
し
た
月

数
を
い
う
。
 


